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農薬等の残留基準設定に係る標準的事務処理期間の設定について 

 

 

食品に残留する農薬等については、厚生労働省において、農林水産省からの

農薬の残留基準設定依頼や「国外で使用される農薬等の残留基準設定及び改正

に関する指針」（平成 16 年２月５日付け食安発第 0205001 号厚生労働省医薬食

品局食品安全部長通知別添）に基づく残留基準の設定要請等を受け、内閣府食

品安全委員会による食品健康評価の結果を踏まえ、薬事・食品衛生審議会の審

議等を経た上で、食品衛生法第 11 条第１項に基づく残留基準の設定又は改正を

行っています。 

 今般、要請等に基づき行われる農薬等の残留基準の設定手続について、別添

のとおり、標準的事務処理期間を設定、運用することとしたので、関係者への

周知方よろしくお願いします。 

 

 

 


